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令 和 ６ 年 蘭 越 町 議 会 第 １ 回 定 例 会 会 議 録   

 

○ 開 会 及 び 閉 会  

  令 和 ６ 年  ３ 月 １ ８ 日  

   開  会   午 後  ３ 時 ４ ４ 分  

   閉  会   午 後  ４ 時  ３ 分  

 

○ 出 席 及 び 欠 席 議 員 の 氏 名  

  出 席 （ １ ０ 名 ）  １ 番   佐 々 木 雄 三    ２ 番   北 山  正 一  

３ 番   淀 谷   融    ５ 番   金 安  英 照  

６ 番   向 山   博    ７ 番   難 波  修 二  

８ 番   赤 石  勝 子    ９ 番   栁 谷   要  

   １ ０ 番  永 井   浩    １ １ 番  熊 谷  雅 幸  

   

欠 席 （ な し ）    

 

○ 会 議 録 署 名 議 員  

  ５ 番  金 安  英 照   ６ 番  向 山   博  

 

○ 説 明 の た め に 出 席 し た 者 の 職 氏 名  

  町  長     金   秀 行    副 町 長        山 内   勲  

教 育 長     小 林  俊 也    総 務 課 長       渡 辺   貢  

税 務 課 長    名 越  義 博    住 民 福 祉 課 長     福 原  明 美  

健 康 推 進 課 長  山 下  志 伸    農 林 水 産 課 長     田 縁  幸 哉  

建 設 課 長    北 山  誠 一    商 工 労 働 観 光 課 長   水 上  昭 広  

総 務 課 参 事   今 野   満    農 林 水 産 課 参 事    木 村  恭 史  

教 育 次 長    梅 本  聖 孝  

 

○ 職 務 の た め 出 席 し た 事 務 局 職 員  

  事 務 局 長   津 村  智 之     書  記   和 田  慎 一  
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〇 議 事 日 程  

 日 程 第 １  議 案 第 １ ９ 号  令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 一 般 会 計 予 算   

議 案 第 ２ ０ 号  令 和 ６ 年 度 後 志 公 平 委 員 会 特 別 会 計 予 算  

議 案 第 ２ １ 号  令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 地 域 振 興 事 業 特 別 会 計  

予 算  

議 案 第 ２ ２ 号  令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計  

       予 算  

議 案 第 ２ ３ 号  令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会  

計 予 算  

議 案 第 ２ ４ 号  令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業  

特 別 会 計 予 算  

議 案 第 ２ ５ 号  令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 温 泉 旅 館 幽 泉 閣 事 業 特  

別 会 計 予 算  

議 案 第 ２ ６ 号  令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 特 産 品 開 発 事 業 特 別 会  

計 予 算  

議 案 第 ２ ７ 号  令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算  

議 案 第 ２ ８ 号  令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計  

予 算  

  日 程 第 ２  報 告 第 １ 号   例 月 出 納 検 査 結 果 報 告  

  日 程 第 ３  承 認 第 １ 号   閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 書 （ 議 会 運 営 委 員  

会 ）  

  日 程 第 ４         議 員 の 派 遣 に つ い て  
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〇 議 長 （ 熊 谷 雅 幸 ）  た だ い ま の 出 席 議 員 は １ ０ 名 で あ り ま す 。  

た だ ち に 本 日 の 会 議 を 開 き ま す 。  

本 日 の 議 事 日 程 は 、 あ ら か じ め お 手 元 に 配 布 し て お り ま す の で 、 御 了

承 願 い ま す 。  

な お 、 本 日 の 会 議 中 、 報 道 機 関 の 取 材 に つ い て 許 可 を し て お り ま す の

で 、 御 了 承 願 い ま す 。  

 

〇 議 長（ 熊 谷 雅 幸 ） 日 程 第 １ 、議 案 第 １ ９ 号 か ら 議 案 第 ２ ８ 号 ま で の 令

和 ６ 年 度 蘭 越 町 一 般 会 計 、 各 特 別 会 計 及 び 各 公 営 企 業 会 計 予 算 に つ い て

を 一 括 議 題 と い た し ま す 。  

予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 の 報 告 を 求 め ま す 。  

 ５ 番 金 安 議 員 。  

 

○ ５ 番 （ 金 安 英 照 ）  ３ 月 １ ２ 日 開 催 の 本 会 議 に お い て 予 算 特 別 委 員 会

が 設 置 さ れ 、 付 託 さ れ ま し た 議 案 審 査 の 結 果 に つ い て 御 報 告 を 申 し 上 げ

ま す 。  

３ 月 １ ３ 日 か ら １ ８ 日 ま で の ３ 日 間 に わ た り 本 委 員 会 を 開 催 し 、 令 和

６ 年 度 蘭 越 町 一 般 会 計 、 各 特 別 会 計 及 び 各 公 営 企 業 会 計 予 算 に つ い て 、

町 理 事 者 及 び 各 担 当 者 か ら 詳 細 な 説 明 を 受 け 、 慎 重 に 審 査 を い た し ま し

た 。  

そ の 結 果 、 予 算 特 別 委 員 会 と し て 、 令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 一 般 会 計 各 特 別

会 計 及 び 各 公 営 企 業 会 計 予 算 に つ き ま し て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も

の と 決 定 い た し ま し た こ と を 御 報 告 い た し ま す 。  

以 上 で ご ざ い ま す 。  

 

〇 議 長（ 熊 谷 雅 幸 ） こ れ を も っ て 、予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 の 審 査 報 告 と

令 和 ６ 年 度 各 会 計 予 算 の 審 議 を 終 了 い た し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

予 算 特 別 委 員 会 の 構 成 は 、 議 員 全 員 で あ り ま す 。  

よ っ て 、た だ い ま の 委 員 長 報 告 に 対 す る 質 疑・討 論 に つ い て は 、省 略 い

た し た い と 思 い ま す 。  

こ れ に 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（「 異 議 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 。）  

 異 議 な し と 認 め ま す 。  
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よ っ て 質 疑 ・ 討 論 は 省 略 す る こ と に 決 定 し ま し た 。     

 た だ ち に 採 決 に 入 り ま す 。  

 

 こ れ よ り 、 議 案 第 １ ９ 号 令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 一 般 会 計 予 算 を 起 立 に よ り

採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。 本 案 は 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 起 立

願 い ま す 。  

（ 起 立 多 数 ）  

 起 立 多 数 で あ り ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 １ ９ 号 は 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

こ れ よ り 、 議 案 第 ２ ０ 号 令 和 ６ 年 度 後 志 公 平 委 員 会 特 別 会 計 予 算 を 起

立 に よ り 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

本 案 は 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

（ 起 立 多 数 ）  

 起 立 多 数 で あ り ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 ２ ０ 号 は 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

こ れ よ り 、 議 案 第 ２ １ 号 令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 地 域 振 興 事 業 特 別 会 計 予 算

を 起 立 に よ り 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

本 案 は 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

（ 起 立 多 数 ）   

起 立 多 数 で あ り ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 ２ １ 号 は 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

こ れ よ り 議 案 第 ２ ２ 号 令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 を

起 立 に よ り 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

本 案 は 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

（ 起 立 多 数 ）  

 起 立 多 数 で あ り ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 ２ ２ 号 は 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  
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こ れ よ り 、 議 案 第 ２ ３ 号 令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予

算 を 起 立 に よ り 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

本 案 は 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

（ 起 立 多 数 ）  

 起 立 多 数 で あ り ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 ２ ３ 号 は 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

こ れ よ り 、 議 案 第 ２ ４ 号 令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業 特 別

会 計 予 算 を 起 立 に よ り 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

本 案 は 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

（ 起 立 多 数 ）  

 起 立 多 数 で あ り ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 ２ ４ 号 は 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

こ れ よ り 、 議 案 第 ２ ５ 号 令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 温 泉 旅 館 幽 泉 閣 事 業 特 別 会

計 予 算 を 起 立 に よ り 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

本 案 は 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

（ 起 立 多 数 ）  

 起 立 多 数 で あ り ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 ２ ５ 号 は 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

こ れ よ り 、 議 案 第 ２ ６ 号 令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 特 産 品 開 発 事 業 特 別 会 計 予

算 を 起 立 に よ り 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

本 案 は 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

（ 起 立 多 数 ）  

 起 立 多 数 で あ り ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 ２ ６ 号 は 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

こ れ よ り 、 議 案 第 ２ ７ 号 令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算 を 起
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立 に よ り 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

本 案 は 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

（ 起 立 多 数 ）  

 起 立 多 数 で あ り ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 ２ ７ 号 は 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

こ れ よ り 、 議 案 第 ２ ８ 号 令 和 ６ 年 度 蘭 越 町 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 予 算

を 起 立 に よ り 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

本 案 は 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 起 立 願 い ま す 。  

（ 起 立 多 数 ）  

 起 立 多 数 で あ り ま す 。  

 よ っ て 、 議 案 第 ２ ８ 号 は 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

〇 議 長（ 熊 谷 雅 幸 ） 日 程 第 ２ 、報 告 第 １ 号 例 月 出 納 検 査 結 果 に つ い て 、

代 表 監 査 委 員 か ら 報 告 が あ り ま し た の で 、 そ の 写 し を お 手 元 に 配 布 し ま

し た の で 、 御 了 承 願 い ま す 。  

 

○ 議 長（ 熊 谷 雅 幸 ） 日 程 第 ３ 、承 認 第 １ 号 閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 を 議 題

と い た し ま す 。  

 議 会 運 営 委 員 長 か ら 会 議 規 則 第 ７ ５ 条 の 規 定 に よ り 、 本 会 議 の 会 期 日

程 等 議 会 の 運 営 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 閉 会 中 の 継 続 調 査 の 申 出 が あ り

ま す 。  

 お 諮 り い た し ま す 。  

議 会 運 営 委 員 長 か ら 申 出 の と お り 、 閉 会 中 の 継 続 調 査 と す る こ と に 御

異 議 あ り ま せ ん か 。  

（「 異 議 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 。）  

 異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 、 委 員 長 か ら 申 出 の と お り 、 調 査 終 了 ま で 閉 会 中 の 継 続 調 査 と

す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

 

〇 議 長 （ 熊 谷 雅 幸 ）  日 程 第 ４ 、 議 員 の 派 遣 に つ い て を 議 題 と い た し ま

す 。  
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お 諮 り い た し ま す 。  

会 議 規 則 第 １ ２ ７ 条 の 規 定 に よ り 、 蘭 越 町 議 会 議 員 の 研 修 へ の 派 遣 に

つ い て 、 お 手 元 に 配 付 い た し ま し た 令 和 ６ 年 蘭 越 町 議 会 議 員 研 修 及 び 行

事 予 定 表 の と お り 派 遣 す る こ と に い た し た い と 思 い ま す 。  

派 遣 す る 場 合 の 出 張 及 び 細 部 の 取 扱 に つ い て は 、 あ ら か じ め 議 長 に 一

任 願 い ま す 。  

こ れ に 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（「 異 議 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 。）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 、 議 員 の 派 遣 は 、 お 手 元 に 配 付 し ま し た 予 定 表 の と お り 派 遣 す

る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

暫 時 休 憩 い た し ま す 。  

 

〇 議 長 （ 熊 谷 雅 幸 ）  再 開 し ま す 。  

 

〇 議 長（ 熊 谷 雅 幸 ） 以 上 を も っ て 、本 定 例 会 に 付 議 さ れ た 案 件 の 審 議 は

全 部 終 了 し ま し た 。  

 こ れ に て 、 令 和 ６ 年 第 １ 回 蘭 越 町 議 会 定 例 会 を 閉 会 し ま す 。  

 

午 後  ４ 時  ３ 分  閉 会  


